
随意契約（プロポーザル等を除く）一覧表（消防局分）（令和６年５月分） 別紙３

№ 担当課
問合せ先
（直通）

業務名 契約業者名
契約金額
（税込）（円）

契約日 随意契約の理由及び根拠法令
随意契約の
種別

備考

1
通信指令
課

238-6053
消防救急無線移設（堺消防署
移転に伴う設備機能構築対
応）ほか業務

富士通Japan株式会社関
西公共第二ビジネス部

9,390,700 R6.5.27

　本業務は、運用中の既存機器である消防救急デジタル無線設
備のうち、堺市堺消防署の移転に伴う卓上型可搬無線装置の
旧庁舎から新庁舎への移設及び、消防車両等の配置変更に必
要となる車載型移動局無線装置の移設等を行うことを目的とす
る。当該目的を達成するためには、本無線の詳細な構成（機器
の種類や接続）や設定内容（各無線機のコード管理）等、本無線
に関する詳細な知識及び構築に係る技術が不可欠であるため、
当該設備を構築した者以外の者による履行は見込めず、契約
の性質及び目的が競争入札に適さない。
　仮に詳細な知識等を有しない者が本業務を履行すると、誤接
続や誤処理により重大な障害を発生させ、また、障害発生時に
は迅速な対応ができず、復旧に時間を要すると、各消防隊や救
急隊宛ての出動指令が届かなくなることや消防本部と災害現場
で活動している隊との円滑な情報の送受信ができなくなるなど、
本市の消防行政に多大な影響を及ぼす恐れがあり、活動の遅
れにより市民の安全にも重大な影響を及ぼすこととなる。
　以上により、本業務を適正に履行できる者は、本無線を構築し
た業者であり、当該業務に係る詳細な知識・ノウハウ等を有する
富士通株式会社から自治体向け事業に関する事業承継を受け
た富士通Japan株式会社以外にないため、富士通Japan株式会
社と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

随意契約


